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誌上相談室 Q＆A　2023年10月1日より、「インボイス制度
（適格請求書等保存方式）」の導入が開
始されます。インボイスとは、納品書や送
り状、請求書の役割を担う書類を指しま
す。明細ごとの適用税率や消費税額の記
載が義務付けられていて、記載が必要な
事項を正しく理解した上で対応すること
が重要です。
　今回は、インボイス制度の概要、事前
に準備・検討するべきポイントについて
解説します。

　
米
田
　
貴
光
氏

【テーマ】

2023年10月の
導入開始前に準備を！
「インボイス制度」とは？

Ｑ　
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
の
概
要
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ　
消
費
税
の
課
税
事
業
者
が
発
行
す
る
「
イ

ン
ボ
イ
ス
」
に
記
載
さ
れ
た
税
額
の
み
が

控
除
で
き
る
仕
入
税
額
控
除
の
方
式
で
す
。

２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
は
、
一
定
の
帳
簿

の
ほ
か
、
売
り
手
か
ら
交
付
を
受
け
た
イ
ン
ボ

イ
ス
等
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
イ
ン
ボ

イ
ス
を
発
行
で
き
る
の
は
、
消
費
税
等
の
課
税

事
業
者
で
、
か
つ
税
務
署
長
に
登
録
申
請
書
を

提
出
し
、
登
録
番
号
を
取
得
し
た
「
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
」
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

買
い
手
は
免
税
事
業
者
の
方
か
ら
の
仕
入
税
額

控
除
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て
、
２
０
２
３
年
10

月
１
日
か
ら
２
０
２
６
年
９
月
30
日
ま
で
の
３

年
間
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
80
％
、
２
０
２
６

年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
９
年
９
月
30
日
ま
で

の
３
年
間
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
50
％
の
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ　
イ
ン
ボ
イ
ス
に
必
要
な
記
載
事
項
を

　
　
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ　
次
の
６
項
目
の
記
載
が
必
要
で
す
。

①
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名

　
ま
た
は
名
称
、
登
録
番
号

②
取
引
年
月
日

③
取
引
内
容（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）

④
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額

　
（
税
抜
き
ま
た
は
税
込
み
）
お
よ
び
適
用
税
率

⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等

⑥
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名

　
ま
た
は
名
称

　
た
だ
し
、
不
特
定
多
数
の
方
を
相
手
に
事
業

を
行
う
場
合
に
は
、
⑥
を
記
載
し
な
い
簡
易
適

格
請
求
書
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ　
適
用
開
始
に
間
に
合
わ
せ
る
に
は
、
い
つ

ま
で
に
登
録
申
請
を
行
え
ば
よ
い
で
す
か
。

Ａ　
申
請
受
け
付
け
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
も
し
く
は

郵
送
に
よ
り
、
２
０
２
１
年
10
月
１
日
か
ら
開

始
さ
れ
て
い
ま
す
。
適
用
開
始
ま
で
に
間
に
合

わ
せ
る
た
め
に
は
、
２
０
２
３
年
３
月
31
日
ま

で
の
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
早
め
の
申
請
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
取
得
し
た
登
録
番
号
は
、
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
さ
れ
ま
す
の
で
、
記

載
が
な
い
場
合
は
、
取
引
先
か
ら
登
録
番
号
に

つ
い
て
確
認
の
問
い
合
わ
せ
が
く
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
経
過
措
置
が
あ
る
と
は
い
え
、
課
税
事
業
者

の
方
は
、
会
計
処
理
が
さ
ら
に
煩
雑
に
な
り
ま

す
の
で
、
当
初
か
ら
免
税
事
業
者
の
方
と
の
取

引
を
や
め
る
と
い
う
事
業
者
が
多
い
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
大
半
の
免
税
事
業
者
の
方
は
取
引
を

避
け
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
課

税
事
業
者
に
な
る
選
択
も
検
討
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
今
後
創
業
さ
れ
る
方
も
、
あ
ら
か
じ
め

消
費
税
の
課
税
事
業
者
を
選
択
す
る
か
ど
う
か

を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
会
計
ソ
フ
ト
に
は
、
消
費
税
納
税
額
の
計
算

機
能
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
お
よ
そ
の

税
額
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
、

消
費
税
の
計
算
は
原
則
課
税
の
ほ
か
、
一
定
の

事
業
者
の
方
は
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
制
度
を
理
解
し
た
上
で

対
応
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
今
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
の
導
入
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
検
討
す
る
べ

き
事
項
が
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
商
工

会
議
所
の
窓
口
専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等
　から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保
　存とこの経過措置適用を受ける旨（80％控除・50％控除の特例を受け
　る課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。

免税事業者等からの
課税仕入れにつき
全額控除可能 控除不可

2026年10月1日
2019年10月1日 2023年10月1日

2029年10月1日

免税事業者等からの
課税仕入れにつき
50％控除可能※

免税事業者等からの
課税仕入れにつき
80％控除可能※

区分記載請求書等
保存方式

適格請求書等
保存方式の開始

軽減税率
制度の実施

4年

3年

3年

魚　　 ＊
豚肉　 ＊
タオルケット
　　　　…

5,000円
10,000円
2,000円

11,200円
3,200円
8,000円

120,000円
40,000円
80,000円

消費税
消費税
消費税

合計
8％対象

10％対象

日付
11/1
11/1
11/2

品名 金額

請求書

＊　軽減税率対象

㈱○○御中
11月分　131,200円
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図１.　免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

図2.　インボイスの記載例


